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　会社の経営を取り巻く環境は、これまでも常に変化してきました。
しかし、現在ほど、変化の激しい時代はないといわれます。
　例えば、国際化・グローバル化。商品や原材料の販売と仕入れに
ついては、以前から国際化が進んでいましたが、最近は、金融（投
資・資金運用）、情報、労働力・人材の面においても国際化が進ん
でいます。国際化の対象となるものの量が増大するとともに、相手
国の数も増えています。
　これに伴って、海外出張の人員や回数も増加しています。
　いわゆるインバウンド（訪日観光客）が増加し、観光地の経済を
支えていることは周知のとおりでしょう。
　デジタル化の著しい進展は、経営環境の変化を代表するものです。
生産から販売に至るまで、経営のすべての業務においてデジタル技
術が活用されています。顧客や社員の個人情報もデジタルで管理さ
れています。
　ときおり「顧客の個人情報が何十万人分社外に流出した」という
ニュースが流れますが、そのような大量の個人情報の流出は、紙に
よる管理の時代には考えられなかった不祥事です。
　少子高齢化が年々進んでいることは、周知のとおりです。

１　変化する経営環境

経営環境の変化と働き方改革
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　このような環境変化を受けて、ここ数年、働き方を根本的に見直
すことの必要性が議論されています。これまでのような働き方を継
続していたのでは、環境変化に適切・効果的に対応することができ
ないという危機感や認識がビジネスの世界で高まりつつあります。
　働き方改革の趣旨の１つは、「ゆとりのある働き方の提供」「長時
間労働の是正」です。
　これまでは、長時間働くことが良いこととされてきました。年次
有給休暇（年休）をほとんど取得せずに働くこと、深夜まで残業を
することが当然であると考えられてきました。このような中で、い
わゆる過労死も発生してきました。
　長時間労働は身体的・精神的なストレスを増長させます。また、

２　働き方改革の趣旨

図表　変化する経営環境

○国際化・グローバル化の進展
○日本で働く外国人の増加
○デジタル化・IT化の進展
○人口構造の少子高齢化
○働く高齢者の増加
○高学歴化
○雇用の分野における女性の進出（働く女性の増加）
○人手不足の深刻化
○勤労者・労働者の意識（価値観）の変化
○消費者の意識の高度化・個性化
○国民の環境意識の高まり
○経済活動に対する環境規制の強化
○その他
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創造的・独創的な仕事をすることは困難です。
　そこで、ゆとりのある働き方が求められるようになりました。
　働き方改革の趣旨を示すと、図表のとおりです。

図表　働き方改革の趣旨

① �生活意識・勤労意識の多様化に対応し、多様な働き方を提
供すること。

② �会社の業務上の必要性よりも、社員本人の意見・希望を尊
重すること。

③ 長時間労働を是正し、ゆとりのある働き方を提供すること。
④ その他
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